
                                             

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一斉健診までのプロセス】 

情報収集開始から一斉健診の実施に至るまで、約 2 年間を要した。健診業者、他校の養護教諭、附属学校課、財務課、管理職、養護教諭など多様な立場の方と相談し

ながら、実現に向けて連携をした。プロセスの中で、健康診断及び事後措置の意義、持続可能であるか、安全な実施のあり方、学校教育活動への影響など様々な視点に立

って、定期健康診断について検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一斉健診の視点】 健康診断＝スクリーニング → 一次健診は極めて重要 

• 一次健診はスクリーニングが主体であり、診断を目的とするものではなく多数の健康な者の中から、疑いのある者を効率よく選び出すことである。 

• 簡単、便利、安全で被験者に負荷が少ないこと、信頼性の高い方法であること 

 

 

 

 

学校教育法 第１２条 

学校保健安全法 第１条（目的） 第１３条（健康診断の実施義務） 第１４条（健康診断結果の活用） 

学校保健安全法施行規則 第５条（健康診断の実施時期） 第６条（健康診断の検査項目） 

その他 「児童生徒等の健康診断マニュアル」（日本学校保健会）「学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施等に係る対応について」（文部科学省事務連絡） 

２．R6までの健康診断とその課題 

３．一斉健診までのプロセス及び視点 

２ 教職員業務配分、児童生徒の

負担、学校行事・授業負担 

• 準備等に係る時間・人員 

• 教員の業務配分の適正化 

• 児童生徒の学習活動の負担軽減 

• 計画的な学校運営 

１．定期健康診断の意義と役割 

４．今後の研究計画 

学校健診の評価と改善に向けた試み 
～結果の活用に重点を置いた学校保健の再構築～ 

１ 従来の形式の健診から一斉形式の健診へ変更したことによる効果測定（教職員、養護教諭、保護者） 

２ 健診結果と健康管理評価（心臓健診・尿検査における対象者数及び事後措置の経年的変化） 

学校における定期健康診断は、教育活動の一環として児童生徒の健康の保持増進を図るために実施されている。その目的は家庭における健康観察を踏

まえて、学校生活を送るにあたり支障があるかどうかスクリーニングを行い、すみやかに保護者及び医療機関につなげ、適切に事後措置を行うことであ

る。児童生徒の健康状態を把握し、適切な支援につなげる学校の健康診断は、法律とそれに基づく省令・通知により義務付けられ、具体的な検査項目や

活用方法も定められている。 

 

４月上旬

教員への事前調査

（アンケート）

４月下旬

一斉健診の実施

５月以降

教員への事後調査

（アンケート）

以降

養護教諭の業務配分調査

（アンケート）

スクリーニング

内容の見直し

迅速な
事後措置

早期受診 個別支援 安全な学校生活

３  事後措置の課題 

• 治療勧告通知時期 

• 医療機関受診までの期間 

• 保護者と学校の役割分担 

  

４ 新学期の安全の確保 

安定した保健室経営 

• 新学期の学級経営に係る時間確保 

• 要管理業務・緊急体制整備 

• 一学期宿泊学習等の安全体制整備 

• 保健室開室時間の確保 

附属池田小学校     福原知奈美             

附属天王寺小学校   湊川さおり 

附属池田中学校    吉田かえで 増崎楓花 

附属高等学校池田校舎   端野暁子  

附属高等学校天王寺校舎 甲斐真奈美    

健康安全教育系         橋弥あかね        

１（前
年度）
健診業
者に状
況確認

２
一斉健
診実施
校の情
報収集

３
養護教
諭部会
で検討

４
健康診
断基準
の確認

５
仕様書
作成

６
業者探
し（2
社に打
診）

７
財務課
との相
談

８
入札

9
健診業
者決定

10
健診業
者との
打ち合
わせ

11
健診計
画立案

12
職員

周知

13
保護者
通知

14
一斉

健診

15
事後措
置

16
評価

1 各校毎の健康診断 

• 地区実施による準備業務の合理化 

• ６校の内容の均一化（パッケージ化）に 

よる効率と事後措置（心臓・尿） 

• 担当医の負担軽減による健康相談の充実 

期 間 短 縮 


